
次世代施設園芸の推進

○ 木質バイオマスや地熱等の地域エネルギーと先端技術を活用した次世代施設園芸を展開。
○ 大規模に集積した拠点で、高度な環境制御技術による周年・計画生産を行うとともに、多くの施設を
集約してコスト削減に繋げて所得の向上を実現し、地域の雇用を創出する。

 次世代施設園芸の各拠点において化石燃料使用量を５
年間で３割削減するとともに、所得向上や雇用創出の実
現を図る。

 各拠点における成果や取組に関する情報発信や研修等
を推進し、次世代施設園芸の各地域への展開を図る。

今後の取組方針・目標

安倍総理のオランダ視察

平成26年３月25日

オランダウエストランドの
施設園芸農場を訪問。IT 

技術により、自動化され
た栽培システムのパプリ
カの施設園芸を視察。

拠点のイメージ

種苗供給
センター

完全人工光型
植物工場 大規模な温室

先端技術導入
［例］遠隔管理による大規
模施設の環境制御技術

集積された団地

マイコン基盤「ＵＳＥ」

気象観測装置

屋外温湿度計
暖房機

各種スイッチ
設定コンソール

循環扇

天窓制御装置

温湿度計 カーテン制御装置

側窓制御装置

インターネット

先進技術導入

［例］トマトの低段
密植養液栽培

エネルギー供給

種苗 木質バイオマス
等の地域資源エ
ネルギー

出荷
センター

拠点10箇所

宮城県（石巻市）
①トマト、パプリカ
②木質バイオマス、地下水

埼玉県（久喜市）
①トマト②木質バイオマス

静岡県（小山町）
①トマト、ミニトマト
②木質バイオマス

北海道（苫小牧市）
①イチゴ②木質バイオマス

富山県（富山市）
①トマト、花き
②廃棄物由来燃料
※平成27年６月に完成

高知県（四万十町）
①トマト②木質バイオマス

大分県（九重町）①パプリカ②温泉熱

宮崎県（国富町）①ピーマン、きゅうり②木質バイオマス
※平成27年７月に完成

兵庫県（加西市）
①トマト
②木質バイオマス
※平成27年８月に完成

※拠点の①は栽培品目、②は地域エネルギー

愛知県（豊橋市）
①ミニトマト②下水処理場放流水
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「強み」を支える〈Support〉4

「強み」のあ
る農畜産物
を日本各地
に次々と生
み出す

「強み」を活かす〈Utilize〉

我が国農業の「強み」の発掘・強化

1 2「強み」を生み出す〈Breed〉 3

① 平成26年度から平成28年度までの３年間で新たに 「強み」のある農畜産物が100以上創出
② ６次産業化の推進、輸出・消費拡大につなげるとともに、加工・業務用向け生産による国産シェア拡大、多収性
安定品種などによる低コスト・安定生産を実現

 オランダの取組をモデルとした種苗会社を支援する体制の整備 海外遺伝資源の戦略的収集による育種素材の確保

 埋もれている品種や技術の発掘  品種供給の鍵となる種苗の機動的な供給体制の整備

「強み」を守る〈Protect〉

ラーメン用小麦を開発し、
産地・ラーメン業界が一体
となって知財によるブラン

ド展開

品種開発から産地化まで一連の取組を戦略的に推進するためのコンソーシアムを各地に形成

実需者研究機関

種苗・ＩＣＴ等の民間企業

生産者・産地

行政・普及

◆目指す姿：「強み」のある農畜産物が創出されることにより以下を実現

ＩＣＴの導入による高品質・高収量のトマト栽培

実需者（製粉・製パン企業等）と
連携したパン用小麦「ゆめちか
ら」の開発

◆具体的な取組：「強み」のある農畜産物の産地づくりにむけた一連の取組を支援 （B-Upsプロジェクト）

実需者・産地と連携したマーケットイン型育種への
転換、DNAマーカーによる育種のスピードアップにより、
地球温暖化等の生産環境の変化に対応しつつニー
ズに応えた優れた品種等を次々と生み出す

埋もれた品種の発掘や新品種の導入、ＩＣＴ等の
新技術の活用による栽培・品質管理の高度化、生
産現場における革新的な技術体系の実証研究など
により、「強み」を活かした産地を全国に形成

育成者権、商標権等の知財を組み合わせる
など知財の戦略的な保護により産地の「強み」
を保護

○ 我が国の「強み」である技術力を活かした新たな品種や技術の開発・普及を進め、実需者等と連携して、品質やブ
ランド力など「強み」のある農畜産物を日本各地に続々と生み出す。
○ 品目別に定めた推進の基本方針に基づき、各産地の取組を加速化することで、平成26年度から平成28年度までの
３年間で新たに「強み」のある農畜産物を100以上創出する。
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みかんの「浮皮症」

既に現れている気候変動の影響（例）

水稲の「白未熟粒」
白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

適応に関する政府全体の動き

１．政府の適応計画策定に向けた動き
できるだけ早期に（本年11月末～12月に開催され
るＣＯＰ２１に向けて）、政府全体の適応計画を策定
予定。
２．影響評価の実施
環境省は、農林水産分野を含む7つの分野の気候
変動による影響を評価・公表（平成27年3月）。

農林水産分野における適応計画の策定・推進

○ 農林水産省気候変動適応計画策定に向け、平成26年4月、省
内に気候変動適応計画推進本部（本部長：農林水産大臣政務
官）を設置。

→平成27年8月、農林水産省気候変動適応計画を策定。その
後、政府全体の適応計画に反映。

○ 今後、適応計画に基づき、地域で施策を展開

１．既に影響が生じており、社会、経済に特に影響が大きい項目への
対応
○水稲：高温耐性品種や高温不稔耐性を持つ育種素材の開発
○果樹：優良着色品種等への転換等
○病害虫・雑草：病害虫発生予察の推進等
○自然災害等：治山施設や森林の整備、海岸防災林や保全施設の整
備等

２．現在表面化していない影響に対応する、地域の取組を促進
科学的な将来影響評価や適応技術等の提供により、地域が主体と
なった将来予測される影響に対する取組を促進。
３．影響評価研究、技術開発の促進
将来影響について知見の少ない分野における研究・技術開発を推
進。
４．気候変動がもたらす機会の活用
既存品種から亜熱帯・熱帯果樹等の転換等を推進。

○水稲：一等米比率の全国的な低下
○果樹：うんしゅうみかん、りんごについて、栽培に有利

な温度帯が北上
○病害虫・雑草：病害虫の発生増加による被害の拡大。

雑草の定着可能域の拡大・北上
○自然災害等：豪雨の発生頻度の増加。がけ崩れ、

土石流の頻発

【主な適応策（例）】

【主な影響の将来予測（例）】

異常な豪雨による
激甚な山地災害

南方系魚種による
藻場の食害

農林水産省気候変動適応計画の策定及び推進
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③ 農村の振興に関する施策
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